
吹田市既存民間建築物耐震診断補助金交付制度 

 

新耐震基準が施行された昭和 56年 5月 31日以前に 

建築主事の確認を受けて建築され、居住又は使用して 

いるなどの建築物を対象に、耐震診断費用の一部を 

補助します。 

地震に対する安全性の目安が、数値でわかります。 

 

≪対象建築物≫ 

★住宅 現在居住しているか、これから居住しようとするもの 

  戸建住宅、長屋住宅、分譲・賃貸の共同住宅、店舗等併用住宅 

★特定の建築物 現在使用しているか、これから使用しようとするもの 

病院、スーパー、劇場、遊技場などの特定既存耐震不適格建築物 

（耐震改修促進法第 14条に基づく） 

≪補助対象者≫ 

◆ 個人または法人の所有者（区分所有の場合は管理組合） 

 

≪補助額・限度額≫ ～下表のとおり～ 

対象建築物 補助額・限度額 

戸建住宅 

長屋住宅 

共同住宅 

（分譲マンション

を除く） 

木造 

耐震診断の費用の 10/11と 

5万円×住居戸数の少ないほうの額とし 

木造部分の延べ面積×1,100円を限度とする 

非木造 
耐震診断の費用の 1/2とし 

100万円を限度とする 

特定既存耐震不適格建築物 

（住宅を除く） 

耐震診断の費用の 1/2とし 

100万円を限度とする 

 ※分譲マンション：3 階以上かつ延べ床面積が 1,000 ㎡以上の区分所有の共同住宅 

 

≪お問合せ先≫ 

吹田市 都市計画部 開発審査室 耐震担当（市役所 低層棟２階 ２１３番窓口） 

直通電話 ０６－６３８４－１９１０ 

代表電話 ０６－６３８４－１２３１ 内線２６９４ 

ＦＡＸ  ０６－６３６８－９９０１ 

  〒564－8550 吹田市泉町１丁目３番４０号 



耐震診断補助金交付申請の流れ 

 

実績報告書と下記添付書類 

・耐震診断結果報告書又はその写し 

・診断費用の支払を証する書類 

・診断費用の詳細を証する書類 

補助金交付請求書 

補助金交付額確定通知書 

相談 

☆診断補助に関する相談 

☆耐震診断技術者の紹介 

☆現地確認 

吹田市 

審  査 

補助金交付額確定 

補助金交付 

建築物所有者 

又は 

管理組合 

補助金交付申請 

通知から 60日以内に 

着手し、速やかに届出 

補助金口座振込 

補助金交付請求 

審  査 

審  査 

補助金交付決定 

診断着手 

補助金交付申請書と下記添付書類 

・確認済証の写し又は検査済証の写しなど 

・登記事項証明書又はその写し 

（建物・敷地とも） 

・耐震診断技術者の資格を証する書類 

（建築士免許証と耐震講習会受講修了証） 

・診断費用の見積書又はその写し 

《所有者以外の者が居住している場合》 

居住者の同意書 

《建築物と敷地の所有者が異なる場合》 

敷地所有者の同意書 

《所有者が複数の場合》 

共有者全員の同意書（建物・敷地とも） 

《管理組合の場合》 

耐震診断実施に関する集会の議事録の

写し 

《法人の場合》 

商業登記簿の謄本又はその写し 

診断着手届 

診断完了 

補助金交付決定通知書 

補助金交付 


